
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律 

第三十六条 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の一部を次のように改正す

る。 

第四十七条第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 

第四十七条第一項第一号中「次号」の下に「及び次項」を加える。 

第四十七条第四項を第四十七条第五項とする。 

第四十七条第三項を第四十七条第四項とする。 

第四十七条第二項を第四十七条第三項とする。 

第四十七条第一項の次に次の一項を加える。 

２  都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につい

ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚

生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

一  基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

二  基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護

者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密

接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

第五十九条第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第五十九条第一項第一号中「次号」の下に「及び次項」を加える。 

第五十九条第四項を第五十九条第五項とする。 

第五十九条第三項を第五十九条第四項とする。 

第五十九条第二項を第五十九条第三項とする。 

第五十九条第一項の次に次の一項を加える。 

２  市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項について

は厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生

労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

一  基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

二  基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援

者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密

接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

第七十条第二項第五号の三中「第七十八条の二第四項第五号の三」の下に「、第七

十九条第二項第四号の三」を加える。 

第七十条第二項第五号の三中「、第百十五条の十二第二項第五号の三」の下に「、

第百十五条の二十二第二項第四号の三」を加える。 

第七十条第二項第五号の三中「及び第百十五条の十二第二項第五号の三」を「、第



百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三」に

改める。 

第七十九条第二項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改める。 

第七十九条第二項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 

第七十九条第二項第三号の次に次の一号を加える。 

三の二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなるまでの者であるとき。 

第七十九条第二項第四号の三中「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組

合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に

関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（以下この

号及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において「保険料等」という。）」を「保

険料等」に改める。 

第七十九条第二項第四号の三中「これらの」を「納付義務を定めた」に改める。 

第七十九条第二項第四号の三中「（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料

等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。同号

において同じ。）」を削る。 

第七十九条第二項第五号中「経過しない者」の下に「（当該指定を取り消された者が

法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消し

の日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人

でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事

業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

む。）」を加える。 

第七十九条第二項第六号の二の次に次の一号を加える。 

六の三  第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止

の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届

出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等

又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があ

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しない

ものであるとき。 

第七十九条第二項第八号を次のように改める。 

八  申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六

号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第七十九条第二項の次に次の一号を加える。 

九  申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又

は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。 



第七十九条の次に次の一項を加える。 

３  都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとする。 

第八十一条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 

第八十一条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改める。 

第八十一条第五項を第八十一条第六項とする。 

第八十一条第四項を第八十一条第五項とする。 

第八十一条第三項中「指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準」を「厚生労働

省令で定める基準」に改める。 

第八十一条第三項を第八十一条第四項とする。 

第八十一条第二項の次に次の一項を加える。 

３  都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については

厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労

働省令で定める基準を参酌するものとする。 

一  指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

二  指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者の

サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に

関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

第八十二条の二第一項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。 

第八十二条の二第二項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。 

第八十三条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 

第八十三条の二第一項第三号中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改

める。 

第八十四条第一項第一号中「第七十九条第二項第四号、第四号の二又は第八号

（ハに該当する者が」を「第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号

（同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）又は第九号（同項第四

号の三に該当する者で」に改める。 

第八十四条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 

第八十四条第一項第四号中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に改める。 

第八十六条第二項第七号中「保険料等に」を「この法律、国民健康保険法又は国民

年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料（地方税法の規定による国民健

康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。）に」に改める。 

第八十六条第二項第七号中「全て」の下に「（当該処分を受けた者が、当該処分に係

る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に

限る。）」を加える。 

第百十五条の二十二第二項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改める。 



第百十五条の二十二第二項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第百十五条の二十二第二項第三号の次に次の一号を加える。 

三の二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなるまでの者であるとき。 

第百十五条の二十二第二項第五号中「経過しない者」の下に「（当該指定を取り消さ

れた者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者

が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に

当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも

のを含む。）」を加える。 

第百十五条の二十二第二項第六号の二の次に次の一号を加える。 

六の三  第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事

業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内

に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の

役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理

由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経

過しないものであるとき。 

第百十五条の二十二第二項第八号を次のように改める。 

八  申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六

号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第百十五条の二十二第二項の次に次の一号を加える。 

九  申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又

は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。 

第百十五条の二十二第三項を第百十五条の二十二第四項とする。 

第百十五条の二十二第二項の次に次の一項を加える。 

３  市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基

準に従い定めるものとする。 

第百十五条の二十四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第百十五条の二十四第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改める。 

第百十五条の二十四第五項を第百十五条の二十四第六項とする。 

第百十五条の二十四第四項を第百十五条の二十四第五項とする。 

第百十五条の二十四第三項中「指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準」を

「厚生労働省令で定める基準」に改める。 

第百十五条の二十四第三項を第百十五条の二十四第四項とする。 



第百十五条の二十四第二項の次に次の一項を加える。 

３  市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚

生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働

省令で定める基準を参酌するものとする。 

一  指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

二  指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者の

サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に

関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

第百十五条の二十六第一項中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十

四第五項」に改める。 

第百十五条の二十六第二項中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十

四第五項」に改める。 

第百十五条の二十六第三項中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十

四第五項」に改める。 

第百十五条の二十八第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第百十五条の二十八第一項第三号中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条

の二十四第五項」に改める。 

第百十五条の二十九第一項第一号中「第百十五条の二十二第二項第四号、第四号

の二又は第八号（ハに該当する者が」を「第百十五条の二十二第二項第三号の二か

ら第四号の二まで、第八号（同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除

く。）又は第九号（同項第四号の三に該当する者で」に改める。 

第百十五条の二十九第一項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第百十五条の二十九第一項第四号中「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条

の二十四第六項」に改める。 

第百十五条の三十二第一項中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に改め

る。 

第百十五条の三十二第一項中「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条の二十

四第六項」に改める。 

第百十五条の四十六第四項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改める。 

第百十五条の四十六第八項を第百十五条の四十六第九項とする。 

第七項を第八項とする。 

第六項を第七項とする。 

第五項を第六項とする。 

第百十五条の四十六第四項の次に次の一項を加える。 

５  市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係

る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるも



のとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

第百十五条の四十七第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」

に改める。 

第百八十九条第二項中「三人」を「者」に改める。 

第百八十九条の次に次の一項を加える。 

３  前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。 

第二百五条第二項中「第百十五条の四十六第六項」を「第百十五条の四十六第七項」

に改める。 

第二百九条第一項第二号中「第四十七条第三項」を「第四十七条第四項」に改める。 

第二百九条第一項第二号中「第五十九条第三項」を「第五十九条第四項」に改める。 

附則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

二  第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、

第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章 移行型地方独

立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「第六章 移行型地方

独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条） 

 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う

措置（第六十七条の二―第六十七条の七）」に改める部分に限る。）、同法第八条、

第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加

える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限

る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五

十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十

二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一

条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、第六十五条

（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並び

に次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四

条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の

二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六

条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日 

（介護保険法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条  厚生労働大臣は、第三十六条の規定による改正後の介護保険法（以下こ

の条及び附則第十八条において「新介護保険法」という。）第八十一条第三項及び第

百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、第



三十六条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。 

２  第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、

次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行され

るまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、

当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。 

３  第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、

新介護保険法第百八十九条第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるま

での間は、同条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。 

（罰則に関する経過措置） 

第十条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第十八条  政府は、新介護保険法第四十七条、第五十九条、第七十九条、第八十

一条、第百十五条の二十二、第百十五条の二十四及び第百十五条の四十六の規定

の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき

国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 


